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政令 第百四十四号

予防接種法施行令の一部を改正する政令

内閣は、予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第三条第一項の規定に基づき、こ

の政令を制定する。

予防接種法施行令（昭和二十三年政令第百九十七号）の一部を次のように改正する。

附則に次の三項を加える。

３ 平成二十三年五月二十日から平成二十四年三月三十一日までの間における前項の規定

の適用については、同項中「十八歳となる日の属する年度の初日から当該」とあるのは、

「十七歳となる日の属する年度の五月二十日から十八歳となる日の属する」とする。

４ 平成七年六月一日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に

係る予防接種についての第一条の二第一項の表日本脳炎の項の適用については、同項中

「一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者

二 九歳以上十三歳未満の者 」

とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする。

５ 東日本大震災（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに

伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）の発生によりやむを得ないと認められる場

合には、同日において第一条の二第一項の表の上欄に掲げる疾病（結核及びインフルエン

ザを除く。）についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であつた者（当該疾病にかかつてい

る者又はかかつたことのある者その他同項の厚生労働省令で定める者を除く。）について

は、同欄に掲げる者でなくなつた日から同年八月三十一日までの間においても、それぞれ

当該疾病に係る法第三条第一項の政令で定める者とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第五項の規定は、平成二十三年三月十

一日から適用する。


